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別表２ 

八 幡 平 市 水 防 団 受 持 区 域 

（ 消 防 団 ） 

 

所  属 受  持  区  域 

八幡平水防団本部 市全域統轄 

第１水防分団 駅前一区、駅前二区、上町、仲町、下町一区、下町二区、 

下町三区、松川、雇用促進、岡村、山子沢、大石平、中関、

五百森、山後、両沼、白屋、渋川、渋川開拓、北村 

第２水防分団 中村、間羽松、高宮、舘腰、町組、薬師、上平笠、中平笠、 

下平笠、南平笠 

第３水防分団 わし森、駅前、大泉、山崎、椛沢、笹目、松久保、小福田、 

共新、堀切、東、大久保 

第４水防分団 寺田、寺田新田、土沢、野口、帷子、若谷地、川原目、 

荒木田、舘沢、上関 

第５水防分団 時森、小屋の沢、安比高原、中松尾、落合、大花森、 

谷地中、湯沢 

第６水防分団 上村、森子、田中、喜満多、向村、山道、中沢、前森 

第７水防分団 北寄木、中郡、立石、鹿野、関口、寄木新田、刈屋、上寄木 
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第８水防分団 畑、金沢、温泉郷、柏台、緑が丘、松川温泉、藤七温泉 

第９水防分団 細野、豊畑、畑１区、畑２区 

第10水防分団 荒屋新町、新町中央、荒屋、秋葉、曲田横間、五日市１区、

五日市２区、五日市３区、五日市４区、浅沢第１、浅沢第２ 

第11水防分団 杉沢、栗木田、平長、田山上、田山下、愛の山、苗石田、 

新興矢神、石名坂、折壁、日瀬通、舘市、兄畑、兄川 

 



Ａ（ｍ）Ｂ（ｍ） Ａ Ｂ

盛１ 留石～山橋下流 県 右 法崩れ・すべり 500 シート張工

盛２ 金堂～山橋下流 県 右 法崩れ・すべり 1,350 シート張工

1,850

盛１ 渋川～山崎 県 左 法崩れ・すべり 3,550 シート張工

盛２ 渋川～山崎 県 右 法崩れ・すべり 3,550 シート張工

盛３ 山崎 県 右 堤防高　　無堤 350

350 7,100

盛１ 岩木 県 左 堤防高　　無堤 800

盛２ 岩屋 県 左 堤防高　　無堤 800

盛３ 五日市 県 右 堤防高　　 300 積土のう工

盛４ 五日市橋上流 県 左 堤防高　　無堤 100

盛５
愛宕橋上流300
ｍ～保戸沢橋 県 右 洗掘 550 木流し工

盛６
軽井沢橋上流
300ｍ～保戸沢 県 左 洗掘 1,550

盛７ 寺志田 県 左 堤防高　　無堤 1,200

盛８ 新田橋下流 県 左 洗掘 700 木流し工

盛９
清上橋から新田
橋下流 県 右 洗掘 3,400 木流し工

2,900 6,500

盛１
沢口橋上流100
ｍ～田山橋 県 左 堤防高 1,100 積土のう工

盛２
沢口橋上流100
ｍ～田山橋 県 左 洗掘 木流し工

盛３ 田山橋上流 県 右 堤防高　　無堤 400

盛４ 田山橋下流 県 右 堤防高 900 積土のう工

盛５ 田山橋下流 県 右 洗掘 木流し工

盛６ 折壁 県 右 堤防高　　無堤 300

盛７ 兄川 県 右 堤防高　　無堤 500

1,200 2,000

盛１ 兄畑 県 左 洗掘 木流し工

盛２ 兄畑 県 右 堤防高 700 積土のう工

盛３ 兄畑 県 左 洗掘 木流し工

盛４ 兄畑 県 右 堤防高 700 積土のう工

1,400

矢
神
川

盛１ 田中 県 右 堤防高　　無堤
500

500

米
代
川

米代川　計

‐15‐

大
又
沢
川

大又沢川　計

矢神川　計

松
川

松川　計

赤
川

赤川　計

安
比
川

安比川　計

別表３

河
川
名

重　　　　　要　　　　　水　　　　　防　　　　　箇　　　　　所

地　区　名
管理
区分

左右
岸別

評価種別
堤防 水防工法

八　幡　平　市　重　要　水　防　箇　所　一　覧　表

図面
対象
番号

工作物
新堤
防
旧河
川

工事施
工

破　　堤
陸　　閘

水防団
従事
分団名
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別表８ 

非常扱通話の取扱要領 

 

 水防法第 27 条の規定に基づき、洪水に際し水の警戒及び防御のための連絡措置を内

容とするもので、警報発令以後は、水防の必要があると認められるとき以降、事態の解

消するまで関係機関相互の発受するものに限り非常扱通話として取扱う。 

１．通話の申込みは、102番をダイヤルし「非常扱通話」と告げる。 

２．非常扱通話の接続にあたり、相手の電話が通話中のときは、交換取扱者がその通

話中の通話に割込み、当通話を切断して接続することがある。 

３．話のふくそう状況に応じ、通話時間が制限されることもある。 

 

 

＜参 考＞ 

 電気通話事業法（昭和 59年 12月・法律第 86号）第 8条 

 電気通話事業法施行規則（昭和 60年 4月・郵政省政令第 25号） 

第 5章・第 55号～第 56号 

 電話サービス契約約款（平成 11年 7月・東企営第 99－1号） 

第 9章 

第 2節第 62条 

第 63条 

第 3節第 64条～第 66条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


